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租税特別措置法関係通達(法人税編)関係 

 

第44条の２《特定事業継続力強化設備等の特別償却》関係 

 

【改正の概要】 

令和元年度の税制改正において、中小企業者の災害に対する事前対策のための防災・減災設

備への投資に係る税制上の措置として、青色申告法人で中小企業者（適用除外事業者に該当す

るものを除く。）であるもののうち中小企業等経営強化法の事業継続力強化計画又は連携事業

継続力強化計画の認定を受けたものが、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業

等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年７月16日）から令和３年３月31日

までの期間内に、認定事業継続力強化計画等に記載された特定事業継続力強化設備等の取得

等をして事業の用に供した場合には、事業供用日を含む事業年度において取得価額の 20％の

特別償却ができる制度が創設された。 

  


